
p. 1 

潜在成長力を高める「生産性革命」の実現に関する提言 

～「人」や「地域」の潜在力を引き出すイノベーションの創出に向けて～  

 

2017 年 11 月 24 日 

公明党 経済再生調査会 

 

 

 

経済再生を第一に掲げた自公政権の取り組みにより、景気は緩やかな回

復基調が続いている。この 5 年間で名目 GDP は 50 兆円増え、雇用・所

得環境は大きく改善した。他方で、景気循環の影響を除いた中長期的な経

済成長率を示す「潜在成長率」の伸び悩みが大きな課題となっている。 

 

人口減少や少子高齢化が進む中、動き始めた「経済の好循環」を確かな

ものとし、我が国の持続的な経済成長を達成するためには、破壊的なイノ

ベーションによる大規模な生産性向上、つまり「生産性革命」を起こすこ

とが必要であり、そのための設備・人材への投資などが極めて重要となる。 

 

また、AI や IoT など第 4 次産業革命の波が世界に押し寄せる中、モノ

づくりをはじめ世界に通用する技術力を持つ日本には、イノベーションを

リードし、生産性の向上を通じて社会的課題を解決する潜在力があると考

える。 

 

公明党はこれまで、潜在成長力を底上げする成長戦略の具体化に取り組

んできたが、その鍵は、「人」や「地域」の可能性や潜在力を引き出すこ

とにあった。特に、イノベーションの推進に当たっては、女性活躍の推進、

若手研究者・技術者の活躍機会の拡大、大学改革、地域発の創業が重要と

なる。 

 

 こうした考え方のもと、地域経済を牽引する中小企業・小規模事業者へ

の支援、特に様々な支援の「見える化」「ワンストップ化」「シームレス化」

に最大限配慮しながら、第 4 次産業革命の強力な推進、人材力の強化、イ

ノベーションを推進するための環境整備について、ここに具体策を提示し、

「生産性革命」の実現に向けた取り組みを推進するものである。 
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１．中小企業・小規模事業者への支援 

（１）生産性向上に資するＩＴ導入支援 

生産性の向上と合わせて賃上げや人材投資に取り組む中小企業に対し、所得

拡大促進税制の拡充など更なる支援強化を行う。また、中小企業等経営強化法

に基づく固定資産税の軽減措置や中小企業経営強化税制など、必要な支援策を

更に拡充する。人材投資だけでなく、中小企業の IT 導入を促進するために、

IT 導入補助金の拡充や、「認定クラウド代理店（仮称）」など IT ベンダーの見

える化、自治体・商工会等の身近な支援機関の連携による効果的な支援を行う。 

    

（２）ものづくり支援、海外展開支援 

革新的なサービス開発等に積極的に取り組む中小企業を支援するため、もの

づくり・サービス補助金の拡充等によって設備投資や生産拡大を後押しし、日

本の優れたものづくり基盤の維持・強化を図る。 

また、中小企業の海外展開を後押しするため、「新輸出大国コンソーシアム」

などの支援スキームの活用とともに、ODA を活用した海外展開支援を JICA

やジェトロなど関係機関と連携して進める。 

 

（３）大胆な事業承継税制の拡充等による事業承継の最大化 

今後 10 年間の中小企業経営者の高齢化の進展等を踏まえ、事業承継税制に

ついて、現行の雇用要件や納税猶予制度を見直すなど抜本的な拡充を行う。ま

た、経営者が気軽に相談できる「事業引継ぎ支援センター」や「よろず支援拠

点」の周知徹底とともに、これら支援機関の連携や機能強化を進め、相談から

マッチングまでのシームレスな支援策を充実する。 

 

（４）下請取引の適正化 

下請法の適切な運用とともに、「業種別ガイドライン」の策定業種の更なる

拡大に取り組む。下請取引条件の改善状況については、発注側と下請側の双方

に対して、きめ細やかなフォローアップ調査を行う。とりわけ下請企業に対し

ては、下請 G メンによるヒアリングを実施し、問題事案が発生した場合には

早期に業界団体にフィードバックを行い、下請取引に関する「自主行動計画」

の見直しなどを徹底し、取引の適正化を図る。 
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２．第４次産業革命とイノベーションの強力な推進 

（１）イノベーションの推進 

今日の世界では新市場創出型のイノベーションを巡る競争が激化しており、

我が国が先進諸国と伍していくためには、製造分野における第 4 次産業革命を

推進し、最先端技術をこれからの社会「Society 5.0」の様々な場面において実

装していくことが重要であり、その取り組みを官民挙げて進める。 

 

（２）高度な自動走行の実現 

  自動運転の早期実現のため、自動運転の更なる高度化を前提とした安全基

準を我が国が主導して取り組むとともに、自動運転車における事故時の賠償

のルールや自動ブレーキの基準策定の明確化に向けた検討を進める。また、

ダイナミックマップなど高度なインフラの整備とともに、高速道路のインタ

ーチェンジ合流部等での安全で円滑な合流ができるよう、自動運転の実現を

支援する道路側からの情報提供の仕組みについて早期に検討を進める。 

  高齢化が進行する地域においては、地域交流や物流を確保するため、地域

の核となる「道の駅」を拠点とした自動運転サービスやラストマイル自動運

転を活用した生活の足の確保を進めるほか、豪雪地帯における準天頂衛星を

活用した除雪車の自動運転の推進など、戦略的な展開を進める。 

 

（３）物流の生産性向上 

物流業界が抱える労働力不足解消と業務効率、例えば各トラックの積載状

況の見える化などを底上げしつつ物流事業のサービス水準を向上させるため、

トラックの自動隊列走行、最新技術の活用による荷物配送効率化などに取り

組む。また、トラック運送における標準貨物自動車運送約款等が荷主とトラ

ック事業者間で適切に運用されるよう、運賃と料金の区別の明確化などの改

正内容の周知徹底を図る。 

 

（４）建設現場でのＩＣＴ導入の推進等 

調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新までの様々な建設生産プ

ロセスに全面的に ICT を導入・活用して大幅に生産性を向上させる

「i-Construction」を強力に推進し、2025 年度までに建設現場の生産性の 2

割向上をめざす。その取り組みの一環として、「福島イノベーション・コース

ト構想」に示された「福島ロボットテストフィールド」の活用を含め、建設現

場におけるドローン等の早期実用化を推進する。併せて、労働環境、賃上げ、

週休 2 日制などに向けての働き方改革や建設技能者の見える化を進める。 
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（５）超高齢社会に対応する診療技術の向上 

各地域で進む高齢化に対応するため、ICT 活用によるオンライン診療とモニ

タリングの導入を促進する。その導入に当たっては、患者側の利点を十分に勘

案した上で、対面診療と適切に組み合わせるなど十分な配慮を求めるとともに、

ICT 活用によるオンライン診療等に関するガイドラインを作成する。 

    

（６）介護の質の向上、介護現場の負担軽減 

自立支援に資する質の高い介護を実現するため、アウトカムに応じた評価シ

ステムの構築を進める。 

また、リハビリ等に活用できるロボット、センサーや AI を活用した最適な

ケアプランの提示を行うなど、介護現場における人手不足や、高齢者・家族等

の介護負担の軽減を図る。 

   

（７）観光の成長産業化 

DMO の活用などを通じ、観光地再生に向けた経営人材の育成や ICT を活用

した宿泊業の生産性向上に取り組む。また、空き店舗や古民家等を商業・宿泊

施設等に改修するなど、地域資源を活かした観光産業の活性化を進める。併せ

て、キャッシュレス環境の改善やわかりやすい交通標識等の整備とともに、

AI を活用した多言語翻訳システムの開発を推進し、外国人旅行者がストレス

なく観光を満喫できる環境整備を進める。また、「訪日クルーズ旅客 2020 年

500 万人」の実現に向けて、クルーズ船の受入環境の整備ならびに着陸料の軽

減、コンセッションの推進など地方空港のゲートウェイ機能の強化、LCC 等

の就航を促進し、広域周遊ルートの充実を図る。 

 

（８）農業・林業の成長産業化 

  AI 等を活用した熟練農業者のノウハウの形式知化と知財保護等により、農

業の担い手が、初心者でもデータなどを活用して生産性の向上に取り組める

スマート農業の実現を図る。林業においては、森林所有者と林業経営者のミ

スマッチを解消するため、森林経営委託の新たな森林管理システムを構築す

るとともに、森林施業の効率化・省力化や需要に応じた高度な木材生産等を

可能にする「スマート林業」を実現するため、 ICT の導入・活用による先進

的な取り組みの支援やその普及展開を推進する。 

 

（９）先進的な省エネ・再エネ投資の促進 

2030 年度のエネルギーミックス実現に向け、省エネ投資促進によるエネル

ギー消費効率の改善と再エネのさらなる導入拡大のための支援を行う。そのた
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め、大規模な省エネ投資や複数事業者の連携、FIT に頼らない再エネ自立化に

資する投資を促進する税制支援など必要な対策を講ずる。 

 

３．人材力の強化 

（１）若手研究者・技術者の活躍機会拡大と大学改革 

諸外国において、イノベーションを起こし、経済社会の変化を先導している

のは若者たちであり、若手研究者や技術者の活躍を促進するような仕組みの社

会実装は最重要課題である。とりわけ、若者を教育し、若手研究者が活躍すべ

き大学において、その機能を改善するため、大学改革を早急に進める。 

 

（２）リカレント教育の充実、専門技術・資格取得支援 

希望の就職やエンプロイアビリティ（雇用され得る能力）の向上を後押しす

るため、社会人の学び直しや多様なスキル習得の機会を提供する「リカレント

教育」を充実する。また、子育て等を抱えながら再就職を目指す方への取り組

みとして、学歴に関係なく受講できる講座や土日・夜間、放送大学や e－ラー

ニング等でも受講できる講座の開設とともに、子どもを保育所に預けながら受

けられる教育訓練の拡大、専門技術や資格取得の支援を充実する。その際、実

際に雇用する企業側のニーズも十分に把握できるよう努める。 

 

（３）ＩＴ人材の育成 

第 4 次産業革命の進展に伴い不足する IT 人材について、産官学が連携し、

今後必要な能力やスキルの明確化を図りつつ、早急な育成強化に取り組む。そ

のため、学科ごとの縦割り構造を撤廃した工学教育改革を行うとともに、企業

の課題や実データを用いた実践的教育の促進に向けた「官民コンソーシアム」

の形成などを通じ、IT 人材の育成を促進する。 

 

（４）成長分野への人材移動の円滑化とマッチング強化 

産業構造の変化に伴う成長産業への人材移動を円滑化するため、職業能力・

職場情報の一層の見える化を図るとともに、産業界のニーズに対応した実践的

な職業能力開発支援を進める。職業実践力育成プログラムの認定規程等の見直

しや高い職業意識と技能・技術を身につけた人材を育成する専門職大学の創設

を産学が一体となって推進する。 

また、労働力人口が減少する中で雇用の担い手として期待される女性や高齢

者等の再就職支援などマッチング強化を行い、雇用のミスマッチ解消を図る。 
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（５）働き方改革の推進 

  生産年齢人口の減少や人手不足が深刻化する中、個々人の働く意欲に応え、

その能力を十分に発揮できるよう、時間や場所にとらわれない、効率的で柔

軟な働き方改革を推進する。子育て、介護、自己啓発などのワーク･ライフ･

バランスの確保や、時短・オフィスコストの削減など業務の効率化に資する

テレワークの普及推進や、副業・兼業、サテライトオフィス等の活用を通じ

た能力開発機会やキャリア形成支援の拡大を進める。 

 

４．イノベーションを推進するための環境整備 

（１）コーポレートガバナンス改革の更なる深化 

  企業収益が過去最高となる中で、賃上げや設備投資に向けた企業の積極的

な経営判断を促すべく、コーポレートガバナンス改革や様々な政策ツールを

活用する。 

 

（２）官民データ活用推進基本法の理念に基づくオープンデータの拡大 

急速に進展する情報化社会において、誰もが必要な情報を得ることができる

よう、官民データ活用推進基本法の理念に基づき、オープンデータの拡大を図

るとともに、オープンデータの利活用活性化のための官民ラウンドテーブルの

開催等を通じ、新たなサービス創出や行政の効率化等を推進する。 

 

（３）規制のサンドボックスの制度化 

先端技術の実用化などを促進するため、既存の規制をただちに適用せず、社

会実証を試みる規制のサンドボックスについて、諸外国の事例を参考にしつつ、

制度化するための法整備を進める。 

 

（４）徹底したＩＣＴ活用による行政手続きのワンストップ化・迅速化 

「デジタル・ガバメント推進方針」（2017 年 5 月）で掲げられた行政手続・

民間取引 IT 化にあたっての 3 原則を踏まえ、様々な行政手続きがワンストッ

プで対応可能な体制の構築に関係省庁が連携して取り組む。 

行政が企業・団体や個人に求める申請や調査など各種行政手続きにおいて、

記載させる事項は必要最低限にし、できるだけ廃止・削減するよう各府省で取

り組む。例えば保育施設の経営実態調査で求めている財務情報は、自治体等に

報告している決算報告から参照できるようにするなど業務改善や ICT 化によ

り、現場の負担を軽減する。そうした各府省の取り組み状況を見える化する。 
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（５）法人設立手続のオンライン化・ワンストップ化 

日本のビジネス環境を改善し、起業や対日投資等を促進する観点から、法

人設立について、利用者が全手続きをオンライン・ワンストップで処理でき

るようにするなど、手続きの簡素化・迅速化を進める。 

 

（６）Ｍ＆Ａにおける株式交換の実現 

事業再編の円滑化を図るため、自社株式等を買収の対価として円滑に活用で

きる環境を整え、M&A 手法の多様化を図る。また、株式を対価とした買収に

おける課税繰延措置の創設について検討を進める。 

 

（７）Society 5.0の実現に向けたデータ連携基盤の整備 

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させ

たシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する「Society 5.0」の

実現に向けて、マッシュアップを可能とする使用言語の統一など、データ連携

促進のための基盤整備を進め、個人のニーズに即した情報サービスなどの提供

を円滑に受けることができる体制を構築する。 

 

（８）国内外企業のイコールフッティング 

  国内外の事業者間における競争環境の衡平性を図るため、国内の事業者に

対して外国の法令が域外適用されることについて、同事業者に周知徹底を行

うなど、諸外国からの不公平な法適用がされないよう、十分な対策を進める。

また、海外事業者が我が国に参入、もしくは今後参入が予想される分野・領

域における法律の適用について、域外適用の規定を明記するよう、法整備を

含めた検討を進める。 

 

（９）地域をハブとしたイノベーションの促進 

地域が得意とする技術について、地方大学・研究機関のポテンシャルを活用

し、地場産業力の発揮・創業を誘発するようなイノベーションハブを創出し、

これを核とした地方発のイノベーションを推進する。 

 


